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１．パーソナルデータに関する検討会について 

パーソナルデータ利活用環境整備を行うため、監視・監督、苦情・紛争処理機能を有する第三者機関の
設置を含む、新たな法的措置も視野に入れた制度見直し方針を年内に策定。 
※年明け以降は、制度見直し方針に基づく新たな法的措置の内容について検討予定。 
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検討会の論点： 
（１）パーソナルデータの利活用の基本的枠組みの明確化 
（２）パーソナルデータの利活用ルールの在り方 
（３）パーソナルデータの保護を有効に機能させるための仕組みの在り方 
（４）独立した第三者機関の設置についての考え方整理 
（５）罰則等 
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２．パーソナルデータに関する検討会で検討すべき論点 

• ICTが飛躍的に進歩し、個人に関連した情報の蓄積量が急速に拡大する中で、消費者意識の変化、
データの扱い方の変化、企業活動のグローバル化などの環境変化に伴う課題に対応する必要があるの
ではないか。 

論点 

（１） 
パーソナルデータの利活用の
基本的枠組みの明確化 

（２） 
パーソナルデータの利活用ルー
ルの在り方 

（３） 
パーソナルデータの保護を有
効に機能させるための仕組み
の在り方 

（４） 
独立した第三者機関の設置に
ついての考え方の整理 

（５） 
罰則等 
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現状と課題 

平成25年９月２日 第１回パーソナルデータに関する検討会 
資料２－２ 経済産業省におけるパーソナルデータ利活用の制度・環境整備に向けた取組と今後の検討課題 引用 


